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(57)【要約】
【課題】専用の電子安定器を備えた器具に不適合ランプ
が取付けらえることを防止できる直管蛍光ランプを提供
することを目的とする。
【解決手段】この発明に係る直管蛍光ランプは、両端に
口金２を設けた直管蛍光ランプの少なくとも一方の端に
、不適合ランプが取付けらえることを防止する注意事項
を記載した注意喚起表示体１が、使用時直前までは口金
ピン３を覆うように固定され、注意喚起表示体１を使用
時に簡単にはずせるようにしたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直管蛍光ランプにおいて、
　バルブと、
　バルブに取り付けられ、口金ピンを有する口金と、
　注意事項を記載した注意喚起表示体と
を備え、
　注意喚起表示体は、
　蛍光ランプの使用時直前までは、口金ピンを挟んで口金ピンの両側を覆うように取り付
けられており、蛍光ランプの使用時には、大人の指の力で取りはずせることを特徴とする
直管蛍光ランプ。
【請求項２】
　前記口金は２本の口金ピンを有し、
　前記注意喚起表示体は、短冊状の形状をしており、
　前記注意喚起表示体の一方の面は注意喚起の表示が記入される表示面であり、他方の面
は粘着剤が施される粘着面であり、
　前記注意喚起表示体は、中央で２本の口金ピンを挟むように折り曲げられ、２本の口金
ピンを覆っていることを特徴とする請求項１記載の直管蛍光ランプ。
【請求項３】
　前記注意喚起表示体は、口金ピンにのみ貼り付けられたことを特徴とする請求項２記載
の直管蛍光ランプ。
【請求項４】
　前記注意喚起表示体は、半分に折り曲げた長さが前記口金ピンの長さより長く、前記口
金ピンより長い部分を前記バルブ側に折り返し、前記注意喚起表示体が貼り付けられてい
ない直管蛍光ランプと前記注意喚起表示体が貼り付けられた直管蛍光ランプとの長さがほ
ぼ同じになるように前記注意喚起表示体の長い部分が折り返されたことを特徴とする請求
項３記載の直管蛍光ランプ。
【請求項５】
　前記注意喚起表示体は、前記粘着面の全体に前記粘着剤が施され、
　前記注意喚起表示体は、半分に折り曲げた長さが前記口金ピンの長さとほぼ同一であり
、前記注意喚起表示体が貼り付けられていない直管蛍光ランプと前記注意喚起表示体が貼
り付けられた直管蛍光ランプとの長さがほぼ同じになるように前記注意喚起表示体が口金
ピンに貼り付けられたことを特徴とする請求項３記載の直管蛍光ランプ。
【請求項６】
　前記注意喚起表示体は、前記粘着面の全面に前記粘着剤が施され、
　前記注意喚起表示体は、前記口金の円筒状側面と口金ピンとに貼り付けられたことを特
徴とする請求項２記載の直管蛍光ランプ。
【請求項７】
　前記注意喚起表示体は、前記粘着面の両端部付近のみに前記粘着剤が施され、
　前記注意喚起表示体は、前記バルブの端部の円筒状側面にのみ、又は、前記口金の円筒
状側面にのみ、貼り付けられ、口金ピンには粘着剤が付着しないことを特徴とする請求項
２記載の直管蛍光ランプ。
【請求項８】
　前記注意喚起表示体は、口金ピンを差し込む孔を有する直方体の形状をしており、
　前記注意喚起表示体は、大人の指の力で、直方体の孔を口金ピンに対して差し込み及び
抜き取りできることを特徴とする請求項１記載の直管蛍光ランプ。
【請求項９】
　前記注意喚起表示体は、ゴム製又は弾性のあるプラスチック製であり、
　前記孔は断面が円形又は長方形であり、円形の孔の径又は長方形の孔の幅は口金ピンの
径より小さいことを特徴とする請求項８記載の直管蛍光ランプ。
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【請求項１０】
　前記注意喚起表示体は、前記孔の内部にバネを有することを特徴とする請求項８記載の
直管蛍光ランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、器具に対して不適合ランプであるか否かなどを注意する注意喚起表示体が
取り付けられた直管蛍光ランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｔ５（バルブ外径が１４．５～１７．０ｍｍ）の直管蛍光ランプは、例えば店舗
のショーケース等に使用されている。従来のＴ５の直管蛍光ランプは、高出力タイプが主
流であった。近年、効率が重視されるようになり、同じ長さで同じ規格の口金を持つ高効
率タイプのＴ５の直管蛍光ランプが販売されるようになった。これらのランプは同じ長さ
で同じ規格の口金を持つため、お互いの照明器具に装着が可能であるにもかかわらず、高
出力タイプと高効率タイプとでは、電子安定器が異なる。そのため両者に互換性がない。
例えば、高出力タイプの器具に高効率タイプのランプを使用すると、ランプの寿命が短く
なる。また、その反対に、高効率タイプの器具に高出力タイプのランプを使用すると暗い
という課題がある。
【０００３】
　これは、Ｔ５の直管蛍光ランプだけの課題ではなく、Ｔ５以外の直管蛍光ランプでも同
様の課題がある。
【０００４】
　即ち、同じ長さ（例えば、１１９８ｍｍ）で同じ口金（Ｇ１３）を持つ、スタータ形、
ラピッドスタート形、高周波点灯専用形の３種類の直管蛍光ランプにおいても、それぞれ
の電子安定器が異なるため互換性がない。形名を間違えて使用すると、どのような現象に
なるかまとめると、図１２に示すようになる。
【０００５】
　図１２に示すように、器具に合ったランプを使用しないと、短寿命又は不点灯という不
具合が発生する。
【０００６】
　一方、放電灯安定器に対する不適合ランプの誤装着を確実に防止して、適正に使用でき
る照明器具を得るために、器具本体と、この本体に取付けられ直管形けい光ランプからな
る適合ランプＨｆＬを支持するランプソケットと、器具本体に取付けられランプＨｆＬの
種別に適合した専用の放電灯安定器とを具備する照明器具を前提とする。ソケットに支持
されたランプＨｆＬのバルブ周面に近接するバルブ対向部を有したストッパ凸部を、不適
合ランプセット阻止手段としてランプソケットに対するランプＨｆＬの着脱側を避けた位
置に設ける。それにより、対向部で、適合ランプＨｆＬとは異なる種別であってランプＨ
ｆＬバルブよりも大径のバルブを備えた不適合ランプＬの取付けを妨げ、適合ランプＨｆ
Ｌのみの取付けを許すことを特徴とする照明器具が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－１２４４１６号公報
【特許文献２】特開２００４－２８８４０６号公報
【特許文献３】特開２００６－３４７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　しかしながら、上記特許文献１に記載された照明器具は、ランプＨｆＬバルブよりも大
径のバルブを備えた不適合ランプＬの取付けを妨げ、適合ランプＨｆＬのみの取付けを許
すことを特徴とするもので、バルブ径が同一の場合には、不適合ランプの取付けを妨げる
ことはできないという課題があった。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、専用の安定器を備え
た器具に不適合ランプが取付けらえることを防止できる直管蛍光ランプを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る直管蛍光ランプは、
　直管蛍光ランプにおいて、
　バルブと、
　バルブに取り付けられ、口金ピンを有する口金と、
　注意事項を記載した注意喚起表示体と
を備え、
　注意喚起表示体は、
　蛍光ランプの使用時直前までは、口金ピンを挟んで口金ピンの両側を覆うように取り付
けられており、蛍光ランプの使用時には、大人の指の力で取りはずせることを特徴とする
。
【００１１】
　前記口金は２本の口金ピンを有し、
　前記注意喚起表示体は、短冊状の形状をしており、
　前記注意喚起表示体の一方の面は注意喚起の表示が記入される表示面であり、他方の面
は粘着剤が施される粘着面であり、
　前記注意喚起表示体は、中央で２本の口金ピンを挟むように折り曲げられ、２本の口金
ピンを覆っていることを特徴とする。
【００１２】
　前記注意喚起表示体は、口金ピンにのみ貼り付けられたことを特徴とする。
【００１３】
　前記注意喚起表示体は、半分に折り曲げた長さが前記口金ピンの長さより長く、前記口
金ピンより長い部分を前記バルブ側に折り返し、前記注意喚起表示体が貼り付けられてい
ない直管蛍光ランプと前記注意喚起表示体が貼り付けられた直管蛍光ランプとの長さがほ
ぼ同じになるように前記注意喚起表示体の長い部分が折り返されたことを特徴とする。
【００１４】
　前記注意喚起表示体は、前記粘着面の全体に前記粘着剤が施され、
　前記注意喚起表示体は、半分に折り曲げた長さが前記口金ピンの長さとほぼ同一であり
、前記注意喚起表示体が貼り付けられていない直管蛍光ランプと前記注意喚起表示体が貼
り付けられた直管蛍光ランプとの長さがほぼ同じになるように前記注意喚起表示体が口金
ピンに貼り付けられたことを特徴とする。
【００１５】
　前記注意喚起表示体は、前記粘着面の全面に前記粘着剤が施され、
　前記注意喚起表示体は、前記口金の円筒状側面と口金ピンとに貼り付けられたことを特
徴とする。
【００１６】
　前記注意喚起表示体は、前記粘着面の両端部付近のみに前記粘着剤が施され、
　前記注意喚起表示体は、前記バルブの端部の円筒状側面にのみ、又は、前記口金の円筒
状側面にのみ、貼り付けられ、口金ピンには粘着剤が付着しないことを特徴とする。
【００１７】
　前記注意喚起表示体は、口金ピンを差し込む孔を有する直方体の形状をしており、



(5) JP 2012-209276 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

　前記注意喚起表示体は、大人の指の力で、直方体の孔を口金ピンに対して差し込み及び
抜き取りできることを特徴とする。
【００１８】
　前記注意喚起表示体は、ゴム製又は弾性のあるプラスチック製であり、
　前記孔は断面が円形又は長方形であり、円形の孔の径又は長方形の孔の幅は口金ピンの
径より小さいことを特徴とする。
【００１９】
　前記注意喚起表示体は、前記孔の内部にバネを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明に係る直管蛍光ランプは、器具に適合した直管蛍光ランプの使用を喚起する注
意喚起表示体を備えるので、器具に不適合なランプが取り付けられることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施の形態１を示す図で、直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図
（ａ）と部分平面図（ｂ）。
【図２】実施の形態１を示す図で、変形例１の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す
部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）。
【図３】実施の形態１を示す図で、変形例２の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す
部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）。
【図４】実施の形態１を示す図で、Ｔ５の直管蛍光ランプの場合の注意喚起表示体１の表
示部の表示例を示す図（（ａ）は高効率ランプ用の表示例、（ｂ）は高出力ランプ用の表
示例）。
【図５】実施の形態１を示す図で、直管蛍光ランプの場合の注意喚起表示体１の表示部の
表示例を示す図（（ａ）はＦＬランプ用の表示例、（ｂ）はＦＬＲランプ用の表示例）、
（ｃ）はＦＨＦランプ用の表示例）。
【図６】実施の形態１を示す図で、変形例３の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す
部分上面図（ａ）と部分正面図（ｂ）と部分下面図（ｃ）。
【図７】実施の形態１を示す図で、変形例４の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す
部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）。
【図８】実施の形態１を示す図で、変形例５の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す
部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）。
【図９】実施の形態１を示す図で、変形例６の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す
部分正面図。
【図１０】実施の形態２を示す図で、注意喚起表示体１の平面図。
【図１１】実施の形態２を示す図で、注意喚起表示体１を直管蛍光ランプに貼り付ける手
順を示す図。
【図１２】ＦＬ、ＦＬＲ、ＦＨＦランプとそれぞれの器具との組合せによる現象を示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　実施の形態１．
　図１乃至図９は実施の形態１を示す図で、図１は直管蛍光ランプの一方の電極側部分を
示す部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）、図２は変形例１の直管蛍光ランプの一方の電
極側部分を示す部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）、図３は変形例２の直管蛍光ランプ
の一方の電極側部分を示す部分正面図（ａ）と部分平面図（ｂ）、図４はＴ５の直管蛍光
ランプの場合の注意喚起表示体１の表示部の表示例を示す図（（ａ）は高効率ランプ用の
表示例、（ｂ）は高出力ランプ用の表示例）、図５は直管蛍光ランプの場合の注意喚起表
示体１の表示部の表示例を示す図（（ａ）はＦＬランプ用の表示例、（ｂ）はＦＬＲラン
プ用の表示例）、（ｃ）はＦＨＦランプ用の表示例）、図６は変形例３の直管蛍光ランプ
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の一方の電極側部分を示す部分上面図（ａ）と部分正面図（ｂ）と部分下面図（ｃ）、図
７は変形例４の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図（ａ）と部分平面図
（ｂ）、図８は変形例５の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図（ａ）と
部分平面図（ｂ）、図９は変形例６の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面
図である。
【００２３】
　図１は直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図である。本実施の形態は、
短冊状の注意喚起表示体１が口金２の口金ピン３を覆うように、粘着によりバルブ４端部
に取付けられている点に特徴がある。
【００２４】
　注意喚起表示体１は、直管蛍光ランプが器具に適合しているか否かを表示している。注
意を喚起する表示がされた面を表示面、粘着剤が施された面を粘着面とする。図１に示す
例では、粘着面には、ほぼ全面に粘着剤が施されている。そして、粘着面を裏にして、口
金ピン３、口金２、バルブ４を挟むようにして折り曲げ、口金２外周部（バルブ４まで達
してもよい）に注意喚起表示体１を粘着面で粘着する。
【００２５】
　このとき、注意喚起表示体１は、バルブ４の両端部に粘着するのが好ましいが、少なく
とも一方のバルブ４端部に取付けられていればよい。
【００２６】
　注意喚起表示体１の表示面には、Ｔ５の直管蛍光ランプの場合には、例えば図４に示す
ような表示がされている。即ち、高効率ランプ用の注意喚起表示体１の表示面には、「高
出力タイプの器具には使用しないで下さい」という表示がされている（図４（ａ））。ま
た、高出力ランプ用の注意喚起表示体１の表示面には、「高効率タイプの器具には使用し
ないで下さい」という表示がされている（図４（ｂ））。既に述べてように、高出力タイ
プと高効率タイプとでは、電子安定器が異なる。そのため両者に互換性がない。例えば、
高出力タイプの器具に高効率タイプのランプを使用すると、ランプの寿命が短くなる。ま
た、その反対に、高効率タイプの器具に高出力タイプのランプを使用すると暗いという課
題がある。
【００２７】
　図４に示す注意喚起表示体１を、Ｔ５の直管形ランプの少なくとも一方のバルブ４端部
に取付けることにより、使用者が包装からランプを取り出し、ランプを器具に装着する場
合にランプが器具に適合しているか否かの注意を喚起することができる。注意喚起表示体
１が口金ピン３を覆っているので、注意喚起表示体１を取り外さないと器具に装着できな
い。従って、かなり高い確率で、使用者が注意喚起表示体１の表示に気が付き、ランプが
器具に適合しているか否かを判断させることができる。
【００２８】
　Ｔ５以外の直管形ランプの場合、注意喚起表示体１の表示は、例えば、図５に示すよう
になる。ＦＬランプ（スタータ形）用の注意喚起表示体１の表示面には、「ＦＬＲ、ＦＨ
Ｆの器具には使用しないでください」という表示がされている（図５（ａ））。また、Ｆ
ＬＲランプ（ラピッドスタータ形）用の注意喚起表示体１の表示面には、「ＦＬＲ、ＦＨ
Ｆの器具には使用しないでください」という表示がされている（図５（ｂ））。さらに、
ＦＨＦランプ（高周波点灯専用形）用の注意喚起表示体１の表示面には、「ＦＬ、ＦＬＲ
の器具には使用しないでください」という表示がされている（図５（ｃ））。
【００２９】
　既に述べてように、器具に合ったランプを使用しないと、短寿命又は不点灯という不具
合が発生する（図８参照）。
【００３０】
　図５に示す注意喚起表示体１を、直管形ランプの少なくとも一方のバルブ４端部に取付
けることにより、使用者が器具にランプを装着する場合にランプが器具に適合しているか
否かの注意を喚起することができる。
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【００３１】
　注意喚起表示体１の材料は、例えば、簡単に折り曲げできる紙を使用する。紙以外に、
プラスチック、ゴム等でもよい。
【００３２】
　注意喚起表示体１の粘着面に施す粘着剤は、再剥離性がある点が接着剤と異なる。粘着
剤を使用することにより、もう一度剥がすことができる。また、口金ピン３に粘着させる
ので、剥がす際に口金ピン３に可なり高い精度で粘着剤が残らないようにすることが肝要
である。そのため、凝集力を大きくした粘着剤で、再剥離性の優れた粘着剤を使用するの
が好ましい。
【００３３】
　図２は変形例１の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図である。図２に
示す例では、短冊状の注意喚起表示体１の粘着面の両端部に粘着剤が施される。そして、
粘着面を裏にして、口金ピン３、口金２、バルブ４を挟むようにして折り曲げ、バルブ４
外周部に注意喚起表示体１を粘着する。このとき、口金ピン３付近を覆う注意喚起表示体
１の粘着面には、粘着剤が施されていないので、口金ピン３に粘着剤が付着しない利点を
有する。但し、注意喚起表示体１は、口金ピン３に接触しないので、粘着面のほぼ全面に
粘着剤が施されていてもよい。また、口金２外周部に注意喚起表示体１を粘着してもよい
。
【００３４】
　図３は変形例２の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図である。この場
合も図２の例と同様に、短冊状の注意喚起表示体１の粘着面の両端部に粘着剤が施される
。そして、粘着面を裏にして、口金ピン３、口金２、バルブ４を挟むようにして折り曲げ
、口金２外周部に注意喚起表示体１を粘着する（注意喚起表示体１がバルブ４外周部まで
かかってもよい）。このとき、口金ピン３付近を覆う注意喚起表示体１の粘着面には、粘
着剤が施されていないので、口金ピン３に粘着剤が付着しない利点を有する。但し、注意
喚起表示体１は、口金ピン３に接触しないので、粘着面のほぼ全面に粘着剤が施されてい
てもよい。
【００３５】
　図６は変形例３の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図（ａ）と部分平
面図（ｂ）である。この場合は、短冊状の注意喚起表示体１の粘着面のほぼ全面に粘着剤
が施される。粘着面を裏にして口金ピン３を挟むようにして折り曲げ、口金ピン３に粘着
面に貼り付ける。そして、粘着面を裏にして約半分に折った後の長さが口金ピン３より長
いのが特徴である。そして、口金ピン３より長い部分をバルブ４側に折り返す。これによ
りランプの長さは、ほぼ注意喚起表示体１がない場合と同じなので包装設計に影響しない
。粘着面を裏にして約半分に折った後の長さが口金ピン３より長いので、表示部の面積が
その分大きくなり、表示部の表示を大きくでき、使用者が見やすくなる。尚、粘着面の粘
着剤は、少なくとも口金ピン３に粘着する部分にあればよい。
【００３６】
　図７は変形例４の直管蛍光ランプの一方の電極側部分を示す部分正面図（ａ）と部分平
面図（ｂ）である。この場合も、短冊状の注意喚起表示体１の粘着面のほぼ全面に粘着剤
が施される。粘着面を裏にして口金ピン３を挟むようにして折り曲げ、口金ピン３に粘着
面に貼り付ける。そして、粘着面を裏にして約半分に折った後の長さが口金ピン３の長さ
とほぼ同一なのが特徴である。ランプの長さが、注意喚起表示体１がない場合とほぼ同じ
であるから、そのままで包装設計に影響しない利点がある。また、注意喚起表示体１が図
６のものより小さいので、安価である。
【００３７】
　このように、この口金ピン３部分を覆う注意喚起表示体１には、その固定に関して、次
の二つの要件が必要である。
（１）ランプの端部に照明器具装着直前まで、注意喚起表示体１を確実に固定する。
（２）照明器具装着時には、注意喚起表示体１を使用者が簡単に取り外せる。
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【００３８】
　ここまでの実施の形態においては、１面に適切な粘着面をそなえる紙を用いて、上記２
条件を満たしているが、この２条件を満たす他の方法も可能で、その固定方法を採った注
意喚起表示体１も同様な効果がある。
【００３９】
　例えば、変形例５として、図８に示すような、ゴムあるいは弾性のあるプラスチックを
用いた、概直方体で、その１面に、直管蛍光ランプの口金ピン３の位置に対応して、口金
ピン３の径より小さい径の２個の孔２１をあけた注意喚起表示体１である。この２個の孔
２１に口金ピン３を差し込むが、この孔２１の径を適切にすることにより、振動や意図し
ない引っかかりなどでは外れず、かつ通常の大人の指の力で抜くことができるようにする
。
【００４０】
　この場合の注意喚起表示体１の孔２１の断面は円形であったが、他の一例は孔２１の形
を長く細い長方形断面とし、その幅が口金ピン３の径より小さくすれば、同様な効果があ
る。この場合、２個の口金ピン３を一つの長方形断面の穴としてもよい。これまでの実施
の形態と比較すると、取り外しが確実で、かつ口金ピン３等に粘着材が残ったりすること
がないという特徴があるが、どうしても取れやすくなりやすいという課題もある。
【００４１】
　さらに変形例６として、図９に示すように固いプラスチック等を概直方体形状とし、そ
の１面に口金ピン３より大きな孔２１をあけ、そこにバネ２２を取り付け口金ピン３が抜
けないようにする。バネ２２はある程度強く引っ張れば抜けるように調整されている必要
があるが、これにより、同様な効果がある。この方式はバネを使っており、かなり信頼性
があるが、欠点はどうしてもコストがかかる点にある。また、固定を確実にするため、注
意喚起表示体１に別に孔を設け棒を入れることによって、口金ピン３を押さえるバネ２２
を制御する方式も考えられる。
【００４２】
　実施の形態２．
　実施の形態１の図１で示した注意喚起表示体１は、粘着面にほぼ全面に粘着剤が施され
、粘着面を裏にして、口金ピン３、口金２、バルブ４を挟むようにして折り曲げ、口金２
外周部に注意喚起表示体１を粘着面で粘着する。
【００４３】
　また、図２に示す例では、短冊状の注意喚起表示体１の粘着面の両端部に粘着剤が施さ
れ、粘着面を裏にして、口金ピン３、口金２、バルブ４を挟むようにして折り曲げ、バル
ブ４外周部に注意喚起表示体１を粘着する。
【００４４】
　また、図３に示す例では、短冊状の注意喚起表示体１の粘着面の両端部に粘着剤が施さ
れ、粘着面を裏にして、口金ピン３、口金２、バルブ４を挟むようにして折り曲げ、口金
２外周部に注意喚起表示体１を粘着する。
【００４５】
　図１乃至図３の場合には、バルブ４あるいは口金２の曲面と、注意喚起表示体１を折り
曲げる部分の曲面とが異なる方向に曲がっている。そのため、素材が平面である注意喚起
表示体１にゆがみができ、場合によってはシワになる。このため、注意喚起表示体１を貼
り付けにくいばかりではなく、注意を喚起する字が見にくくなる場合がある。さらに、注
意喚起表示体１を使用者が剥がしにくいという課題も考えられる。
【００４６】
　そこで、本実施の形態では、直管蛍光ランプに容易に貼り付けることができると共に、
剥がす作業が簡単になる、更に改良された注意喚起表示体１について説明する。
【００４７】
　本実施の形態の直管蛍光ランプは、円筒状のバルブ４の両端に、それぞれ１対の口金ピ
ン３を具えた略円筒状の口金２を、バルブの円筒とそれぞれの円筒の中心軸がほぼ一致す
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るように設けた直管蛍光ランプの少なくとも一方の端に注意事項を記載した注意喚起表示
体１が使用時直前までは固定され、注意喚起表示体１を使用時に簡単にはずせるようにし
た直管蛍光ランプである。
【００４８】
　注意喚起表示体１は、柔軟性のある薄い板状であり（材料は後述する）、一方の面が注
意喚起の表示が記入される表示面で、他方の面は少なくとも一部に再剥離性がある粘着剤
が施される粘着面である。
【００４９】
　注意喚起表示体１の粘着面の少なくとも一部をバルブ４の端部の円筒状側面または口金
２の円筒状側面に沿って、曲げながら貼り付けて、上記中心軸と略一致する中心軸をもつ
円筒形もしくは部分円筒形とするとともに、注意喚起表示体１を口金２の端部より外側に
延出するようにしたものである。
【００５０】
　以下、注意喚起表示体１の具体的な一例について説明する。
【００５１】
　図１０、図１１は実施の形態２を示す図で、図１０は注意喚起表示体１の平面図、図１
１は注意喚起表示体１を直管蛍光ランプに貼り付ける手順を示す図である。
【００５２】
　図１０に示す注意喚起表示体１は、素材に一面に再剥離性がある粘着剤が施された既存
のシール材を用いる。既存のシール材の粘着剤が施されていない表示面に、図１０に示す
ような表示を複数印刷する。そして、図１０に示すような所定の形状に切断して注意喚起
表示体１が製作される。既存のシール材を利用するため、製造が容易で安価にできる。
【００５３】
　注意喚起表示体１の材料の一例は、ポリオレフィン、さらに具体的にはポリプロピレン
である。他の一例は紙であるが、前者の方が作業中あるいは輸送中の変形やゆがみが少な
い利点がある。
【００５４】
　図１０に示す注意喚起表示体１は、平面視略長方形である。そして、一つの長辺１ａ（
蒲鉾形状の頂辺）を間にして隣接する二つの角部が面取り部１ｃ（丸取り）となる蒲鉾形
状である。他の長辺を蒲鉾形状の底辺と呼ぶ。
【００５５】
　注意喚起表示体１のサイズ、図１０に示すＬ１、Ｌ２、Ｒの一例は以下の通りである。
　Ｌ１＝４２ｍｍ
　Ｌ２＝３２ｍｍ
　Ｒ＝１０ｍｍ
【００５６】
　注意喚起表示体１の短辺１ｂの面取り部１ｃ近傍に、位置合わせ印５が設けられる。こ
の位置合わせ印５は、注意喚起表示体１を直管蛍光ランプに貼り付ける際の位置決めに使
用される（後述する）。
【００５７】
　注意喚起表示体１には、一例では、図１０に示すように、枠取りされた白地に黒色の注
意喚起用文字である、例えば「１４Ｗ器具専用」が印刷される。注意喚起表示体１の短辺
１ｂに平行に「１４Ｗ器具専用」が印刷される。「１４Ｗ器具専用」は、注意喚起表示体
１の一方の長手方向端部（図１０では上部）に印刷される。
【００５８】
　また、注意喚起表示体１には、一例では、図１０に示すように、黒地に白色の注意喚起
用文字である、例えば「２４Ｗ器具での使用厳禁」が印刷される。注意喚起表示体１の短
辺１ｂに平行に「２４Ｗ器具での使用厳禁」が印刷される。「２４Ｗ器具での使用厳禁」
は、注意喚起表示体１の他方の長手方向端部（図１０では下部）に印刷される。
【００５９】
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　さらに、図１０に示すように、「１４Ｗ器具専用」と「２４Ｗ器具での使用厳禁」との
表示の間に、白地に黒色の文字で、例えば「このシールをはがしてから使用してください
」という表示がされている。「このシールをはがしてから使用してください」は、注意喚
起表示体１の短辺１ｂに平行に印刷される。
【００６０】
　既に述べたように、図１０に示す注意喚起表示体１は、素材に一面に再剥離性がある粘
着剤が施された既存のシール材を用いるので、注意喚起文字の表示面の裏側には、全面に
粘着剤が施されている。
【００６１】
　図１１により、注意喚起表示体１を直管蛍光ランプに貼り付ける手順を説明する。先ず
、図１１（ａ）に示すように、１個の直管蛍光ランプに１個の注意喚起表示体１を用意す
る。直管蛍光ランプの片側端部に注意喚起表示体１を貼り付けるためである。但し、直管
蛍光ランプの両側端部に貼り付けてもよい。
【００６２】
　このとき、直管蛍光ランプの管軸と、注意喚起表示体１の短辺とが略平行になるように
合わせる。さらに、注意喚起表示体１の二つの短辺にある位置合わせ印５を直管蛍光ラン
プの口金２の端部に合わせる。
【００６３】
　そして、図１１（ｂ）に示すように、注意喚起表示体１を直管蛍光ランプのバルブ４及
び口金２の曲面に巻き付けるように貼り付ける。このとき、直管蛍光ランプの管軸と注意
喚起表示体１の短辺とが略平行になるように、さらに、注意喚起表示体１の二つの短辺に
ある位置合わせ印５が直管蛍光ランプの口金２の端部に合うようにする。
【００６４】
　貼り付け作業の完了した状態が図１１（ｃ）である。注意喚起表示体１は、円筒形のバ
ルブ４及び口金２に巻き付けるように貼り付けられるので、図１１（ｃ）の状態では、略
円筒形をなすとともに、この部分円筒の中心軸はバルブ４あるいは口金２の中心軸と略一
致する。しかし、円筒形でも完全な円筒ではなく、直管蛍光ランプの管軸方向に平行に一
部が欠けている。
【００６５】
　この直管蛍光ランプの管軸方向に平行に一部が欠けている部分の寸法（バルブ４又は口
金２の周方向）を、図１１（ｃ）に示すように、Ｌ３（曲面に沿う長さ）とする。また、
注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの端部（口金ピンの端）から外側に延出する部分の長
さをＬ４とする。さらに、注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの端部から外側に延出する
部分に形成される開口部の先端の寸法（管軸直交方向）をＬ５とする。
【００６６】
　先ず寸法Ｌ３について説明する。Ｔ５の直管蛍光ランプの外径は１６ｍｍであるから、
その周長は約５０ｍｍである。注意喚起表示体１の長辺の長さＬ１が４２ｍｍであるから
、寸法Ｌ３は約８ｍｍである。このように、注意喚起表示体１が形成する円筒形の一部が
管軸方向に周長で約８ｍｍ欠けている点が重要である。そのような構成にすることにより
、ユーザが直管蛍光ランプを器具に取付けるときに、注意喚起表示体１を剥がしやすくな
る。ここでは、寸法Ｌ３を約８ｍｍとしたが、４～９ｍｍの範囲にあれば同様の効果を奏
する。
【００６７】
　注意喚起表示体１は、少なくとも口金の端（ピンを除く本体部分の端）から所定の長さ
外側に延出する必要がある。これは、ランプを照明器具に取り付けるときに確実に気づか
れるようにするためと、剥がしやすいようにするためである。
【００６８】
　さらに好ましくは、注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの端部から外側に延出する部分
の長さＬ４を、口金ピン３（直管蛍光ランプの端）より若干長い程度にする。
【００６９】
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　Ｌ４がそれより長いと梱包時にダンボール箱に注意喚起表示体１の端が引っ掛かる。ま
た、Ｌ４が短くて注意喚起表示体１の端が口金２の端部に接近し、所定の長さより短くな
ると、ユーザが注意喚起表示体１を外さないで器具に直管蛍光ランプを取付ける恐れがあ
る。さらに、剥がすときに指が注意喚起表示体１の端にかかりにくくなり、剥がす作業に
手間取るようになる。
【００７０】
　注意喚起表示体１の一つの長辺１ａを間にして隣接する二つの角部を面取り部１ｃ（Ｒ
＝１０ｍｍ）とする理由を説明する。既に述べたように、注意喚起表示体１は既存のシー
ル材を利用するので、表示面の裏面には、全面に粘着剤が施されている。注意喚起表示体
１が直管蛍光ランプに貼り付けられた状態では、面取り部１ｃは直管蛍光ランプから外れ
て浮いている。従って、浮いている角部を面取りしないでそのままの状態にすると、注意
喚起表示体１を直管蛍光ランプに貼り付けた後の工程で、角部が折れて粘着面同士で粘着
して注意喚起表示体１の形状が変化する恐れがある。面取り部１ｃとすれば、そのような
可能性は少なくなる。なお、粘着剤を表示面の裏面全体ではなく、接着する部分のみでも
よい。この場合、粘着剤の塗布にパターンを施す必要があり、コストが高くなるという欠
点はあるが、作業中などに接着しない部分の粘着剤が他の部分に付着して汚れたり、損傷
する可能性が減るという利点がある。
【００７１】
　注意喚起表示体１の一つの長辺１ａを間にして隣接する二つの角部を面取り部１ｃ（Ｒ
＝１０ｍｍ）とする他の理由を述べる。注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの端部から外
側に延出する部分に形成される開口部の先端の寸法（管軸直交方向）Ｌ５は、人の指（特
に親指）の寸法と関係する。寸法Ｌ５が人の指の寸法より小さいと、注意喚起表示体１を
直管蛍光ランプから剥がすときに、注意喚起表示体１の浮いている部分を掴みにくい。本
実施の形態のように寸法Ｌ５が人の指の寸法と同程度もしくは大きい場合（略直管蛍光ラ
ンプの管径程度）は、注意喚起表示体１を直管蛍光ランプから剥がすときに、注意喚起表
示体１の浮いている部分を掴みやすくなる。仮に、手に軍手を着用していても、注意喚起
表示体１の浮いている部分を掴むことが可能となる。
【００７２】
　注意喚起表示体１の一つの長辺１ａを間にして隣接する二つの角部の面取り部１ｃは、
例えばＲ＝１０ｍｍの丸取りとしたが、直線で面取りをしてもよい。また、面取り部１ｃ
をなくし、代わりにＬ３を大きくして、指を入りやすくしてもよい。ただし、表示面が小
さくなるため、表示を小さくするか、表示内容を少なくする必要がある。また、逆に、面
取り部１ｃを大きくすれば、Ｌ３を小さく、場合によっては０ｍｍとしてもよい。
【００７３】
　注意喚起表示体１の注意喚起表示は、１４Ｗ（長さ６０ｃｍ）のＴ５の直管蛍光ランプ
の例で説明したが、２８Ｗ（長さ１２０ｃｍ）のＴ５の直管蛍光ランプにも適用される。
２８Ｗ（長さ１２０ｃｍ）のＴ５の直管蛍光ランプの場合は、注意喚起表示体１の注意喚
起表示の一例は、以下のようになる。
　　　　１４Ｗ　　　　　　　　　　　　　２８Ｗ
　「１４Ｗ器具専用」　　　　　　　「２８Ｗ器具専用」
　「２４Ｗ器具での使用厳禁」　　　「５４Ｗ器具での使用厳禁」
「このシールをはがしてから使用してください」は共通である。
【００７４】
　また、本実施の形態では、これらの表示の字の並ぶ方向は、注意喚起表示体１の中心軸
に平行にしているが、これは、一目でひとつのかたまりの文章が見えるので、わかりやす
いという長所があるが、ほぼ一目で見える範囲であれば、少々字の並ぶ方向が上記中心軸
からずれていても同じ効果を奏する。
【００７５】
　以上のように、本実施の形態によれば、以下のような効果を奏する。
（１）注意喚起表示体１は、既存のシール材を利用するため、製造が容易で安価にできる
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。
（２）注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの管軸方向に平行に一部が欠けている部分の寸
法Ｌ３を約８ｍｍ（４～９ｍｍであればよい）とすることで、ユーザが直管蛍光ランプを
器具に取付けるときに、注意喚起表示体１を剥がしやすくなる。
（３）注意喚起表示体１は、少なくとも口金の端（ピンを除く本体部分の端）から所定の
長さ外側に延出しているので、ランプを照明器具に取り付けるときに確実に注意喚起表示
体１の存在をユーザに気づかせることができる。また、注意喚起表示体１を剥がしやくな
る。
（４）注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの端部から外側に延出する部分の長さＬ４を、
口金ピン３より若干長い程度にすることにより、Ｌ４が長いために梱包時にダンボール箱
に注意喚起表示体１の端が引っ掛かる、また、Ｌ４が所定の長さより短くて注意喚起表示
体１の端が口金２の端部に接近してユーザが注意喚起表示体１を外さないで器具に直管蛍
光ランプを取付ける恐れを回避できる。さらに、剥がすときに指が注意喚起表示体１の端
にかかりにくくなり、剥がす作業に手間取るようになる。
（５）注意喚起表示体１の一つの長辺１ａを間にして隣接する二つの角部を面取り部１ｃ
（Ｒ＝１０ｍｍ）とすることのより、注意喚起表示体１が直管蛍光ランプに貼り付けられ
た状態で直管蛍光ランプから外れて浮いている面取り部１ｃが、注意喚起表示体１を直管
蛍光ランプに貼り付けた後の工程で、角部が折れて粘着面同士で粘着して注意喚起表示体
１の形状が変化する恐れが少ない。
（６）注意喚起表示体１の直管蛍光ランプの端部から外側に延出する部分に形成される開
口部の先端の寸法（管軸直交方向）Ｌ５が、人の指の寸法と同程度もしくは大きい（略直
管蛍光ランプの管径程度）ので、注意喚起表示体１を直管蛍光ランプから剥がすときに、
注意喚起表示体１の浮いている部分を掴みやすくなる。仮に、手に軍手を着用していても
、注意喚起表示体１の浮いている部分を掴むことが可能となる。
【００７６】
　本実施の形態の注意喚起表示体１は、実施の形態１と同様、Ｔ５以外の直管形ランプに
も適用可能である。
【００７７】
　前述した実施の形態に係る直管蛍光ランプは、両端に口金を設けた直管蛍光ランプの少
なくとも一方の端に注意事項を記載した注意喚起表示体が、使用時直前までは口金ピンを
覆うように固定され、前記注意喚起表示体を使用時に簡単にはずせるようにしたことを特
徴とする。
【００７８】
　また、前述した実施の形態に係る直管蛍光ランプは、長さが同一で、且つ同じ口金を使
用する直管蛍光ランプにおいて、器具に適合した直管蛍光ランプの使用を喚起する注意喚
起表示体を、直管蛍光ランプの少なくとも一方の端部に、口金ピンを覆うように粘着によ
り取り付けることを特徴とする。
【００７９】
　また、前述した実施の形態に係る直管蛍光ランプは、注意喚起表示体が、一方の面が注
意喚起の表示が記入される表示面で、他方の面が粘着剤が施される粘着面であることを特
徴とする。
【００８０】
　また、前述した実施の形態に係る注意喚起表示体は、粘着面の両端部付近に粘着剤が施
された短冊状であり、注意喚起表示体を口金ピンを覆うように、直管蛍光ランプの少なく
とも一方の端部に粘着剤を口金又はガラスバルブに貼り付けることで装着することを特徴
とする。
【００８１】
　また、前述した実施の形態に係る注意喚起表示体は、粘着面のほぼ全体に粘着剤が施さ
れた短冊状であり、粘着面を裏面にして口金ピンを挟むように折り曲げ口金ピンに粘着面
に貼り付けることを特徴とする。
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　また、前述した実施の形態に係る注意喚起表示体は、半分に折り曲げた長さが口金ピン
の長さより長く、口金ピンより長い部分を折り返すことを特徴とする。
【００８３】
　また、前述した実施の形態に係る直管蛍光ランプは、円筒状のバルブの両端に、それぞ
れ１対の口金ピンを具えた略円筒状の口金を、バルブの円筒とそれぞれの円筒の中心軸が
ほぼ一致するように設けた直管蛍光ランプの少なくとも一方の端に注意事項を記載した注
意喚起表示体が使用時直前までは固定され、注意喚起表示体を使用時に簡単にはずせるよ
うにした直管蛍光ランプであって、
　注意喚起表示体は、柔軟性のある薄い板状であり、一方の面が注意喚起の表示が記入さ
れる表示面で、他方の面は少なくとも一部に粘着剤が施される粘着面であり、粘着面の少
なくとも一部をバルブ端部の円筒状側面または口金の円筒状側面に沿って、曲げながら貼
り付けて、中心軸と略一致する中心軸をもつ円筒形もしくは部分円筒形とするとともに、
口金の端部より外側に所定の長さ延出するようにしたことを特徴とする。
【００８４】
　また、前述した実施の形態に係る注意喚起表示体は、全体形状が略蒲鉾形状であり、
　蒲鉾形状の直線状の底辺の長さは、直管蛍光ランプの管周長より所定長さ短く、
　蒲鉾形状の底辺の対辺である頂辺の両端は所定の形状に面取りされ、
　注意喚起表示体を直管蛍光ランプに貼り付ける際に、蒲鉾形状の底辺が直管蛍光ランプ
側、蒲鉾形状の頂辺が直管蛍光ランプの管軸方向の外側に位置するようにするとともに、
蒲鉾形状の底辺と直管蛍光ランプの管軸とが略直交する向きとし、
　注意喚起表示体の蒲鉾形状の頂辺側が、所定長さ直管蛍光ランプの端部より外側に延出
するようにしたことを特徴とする。
【００８５】
　また、前述した実施の形態に係る直管蛍光ランプは、注意喚起表示体に、注意喚起表示
体を直管蛍光ランプに貼り付ける際の位置合わせ印を設けることを特徴とする。
【００８６】
　また、前述した実施の形態に係る直管蛍光ランプは、粘着面に施される粘着剤が、再剥
離性を有することを特徴とする。
【符号の説明】
【００８７】
　１　注意喚起表示体、１ａ　長辺、１ｂ　短辺、１ｃ　面取り部、２　口金、３　口金
ピン、４　バルブ、５　位置合わせ印、２１　孔、２２　バネ。
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